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１ はじめに 

  平成 25年６月に制定した足利市議会基本条例（以下「条例」という。）

は、議会が常に市民の代表機関であることを自覚し、市民及び市長等との関

係、議会及び議員の活動原則など議会に関する基本的な事項を定めることに

より、市民の負託に応え、もって市民福祉の向上と公正で民主的な市政発展

に寄与することを目的とする条例で、前文と８章 30条の本則及び附則で構

成される本市議会の最高規範です。 

この条例の第 30条には、一般選挙後速やかに、この条例の目的が達成され

ているかどうかについて、議会運営委員会において検証するものと定められ

ており、本年５月の市議会改選後、第 25期議会運営委員会において前期の検

証を行いました。 

  本委員会では、条例に規定された各条文を検証し、議会自らが行う活動が

条文の目的を達成しているのか議論を重ね、その検証結果と評価がまとまっ

たため、委員の総意により委員会として結果をここに報告するものです。 

 

２ 検証体制について 

  議会運営委員会 ６人 

   委 員 長  栗 原  収  議員 

   副委員長  平 塚  茂  議員 

   委  員  斎 藤 昌 之 議員 

委  員  小 林 貴 浩 議員 

   委  員  金 子 裕 美 議員 

   委  員  鶴 貝 大 祐 議員 

 

３ 検証の取組状況について 

回数 開催日 検 証 内 容 

１ R元.10.21 前文及び第１条から第８条までについて 

２ R元.11.15 第９条から第１３条の３までについて 

３ R元.11.20 第１４条から第２４条までについて 

４ R元.11.29 第２５条から第３０条までについて 

５ R元.12.16 全条文の総括的な検証・報告書素案の検討 

６ R元.12.20 報告書の決定 
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４ 検証方法について 

 検証方法については、議会基本条例達成状況検証実施要領を定め、要領に基

づき検証に取り組むこととしました。 

 

５ 検証結果について 

 

○足利市議会基本条例 

前文 

足利市議会（以下「議会」という。）は、足利市民（以下「市民」とい う。）

に選ばれた足利市議会議員（以下「議員」という。）で構成する代表機関であり、

同じく市民に選ばれた足利市長（以下「市長」という。）とともに市民の意思を

代弁する責務を負っている。これら二つの代表機関は、ともに市民の信託を受け

て活動し、議会は多人数による合議制の議事機関として、二元代表制の一翼を担

い市民福祉の向上及び市勢の伸展に努めなければならない。 

そのために、議会は、その責務を自覚して、行政に対する監視機能及び立法機

能を十分発揮し、最良の意思決定を行うため、地方自治の本旨の実現を使命とし、

自治体の自立に対応できる議会へと自ら改革するものである。 

さらに、議会は、この自己変革にあたり、市民の多様な意見を把握するため、

これまで以上に公平、公正かつ透明な議会運営や開かれた議会づくりを推進し、

広く情報の提供と共有化を図りながら、市民の積極的な参加を求めていくよう

努めなければならない。 

議会は、平成 10年から議会改革推進協議会を設置し、以後積極的に議会改革

の取組を進めてきたが、これまで以上に不断の努力を積み重ねることにより更

なる改革を遂行し、市民から信頼される議会、市民に開 かれた議会及び市民参

加を推進する議会を目指すべく、ここに議会の最高規範としての足利市議会基

本条例を制定するものである。 

評価

内容 

市民の多様な意見を把握するための取り

組みとして、新たに中高生及び大学生との意

見交換会を実施するなど、積極的に推進しま

した。 

評価 Ａ 改正 無 
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第１章 総則 

 （目的） 

 第１条 この条例は、議会運営における規範的事項を定めることにより、市民の

負託に的確に応え、市民福祉の向上及び市勢の伸展に寄与することを目的と

する。 

 

 

第２章 議会及び委員会等の運営 

（議会の運営原則） 

第２条 議会は、次に掲げる原則に基づき運営を行うものとする。 

(1) 公開性、公正性、透明性及び信頼性を確保し、市民に開かれた議会を目指

すこと。 

(2) 把握した市民の多様な意見をもとに政策提言、政策立案等の強化に努め

ること。 

(3) 市長その他の執行機関（以下「市長等」という。）について、適切な行政

運営が行われているかを監視し、及び評価すること。 

(4) 市民の傍聴意欲が高まるよう、分かりやすい言葉及び表現を用いた議会

運営に努めること。 

(5) 足利市議会議長（以下「議長」という。）及び足利市議会副議長（以下「副

議長」という。）の選出にあたり、本会議においてそれぞれの職を志願する

者に対して所信を表明する機会を設け、その選出の過程を市民に明らかにす

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価

内容 

条例の根幹であり、文言や内容に問題はな

いため対象外とします。 
評価 ― 改正 無 

評価

内容 

議会報告会等で得られた市民の意見を一

般質問等へ反映するとともに、本会議の様子

をインターネット配信して広く周知しまし

た。また、正副議長選挙を実施し、それぞれ

の職を志願する者の所信表明を実施しまし

た。 

評価 Ａ 改正 無 
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（議長の活動原則） 

第３条 議長は、議会を代表し、議会の秩序保持、議事の整理及び議会事務の統

理を行い、中立公正な立場で、民主的かつ効率的な議会運営を行うものとする。 

 

 

２ 議長は、議案の審議に用いる資料を市民に提供する等、分かりやすい議会運

営を行うものとする。 

 

 

（議員間の自由な討議中心の運営） 

第４条 議会は、言論の府であること及び合議体であることを十分に認識し、議

員相互間の自由討議を中心とした運営に努めるものとする。 

 

 

２ 議会は、前項の議員相互間の自由討議を促進し、条例、意見書等の議案提出

を積極的に行えるよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価

内容 

公正公平な立場での議会運営が行われた。

また、少数意見に対しても民主的な運営に努

めました。 

評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

市民にわかりやすい資料づくりに努めま

したが、さらなる資質向上に努める必要があ

ります。 

評価 Ｂ 改正 無 

評価

内容 

平成 30年６月 18日民生環境水道常任委員

会において、申し合わせ事項に基づき自由討

議を実施しました。 

評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

総務企画防災常任委員会において、委員会

発議で市議会ＢＣＰを制定し、危機管理に対

応しました。 

評価 Ａ 改正 無 
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（委員会の適切な運営） 

第５条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会（以下「委員会」という。）

は、市政に関する政策立案及び政策提言を活発に行い、議会の閉会中において

も、その専門性及び特性を活かした活動を積極的に行うものとする。 

 

 

２ 委員長は、委員会審査にあたって、資料等を積極的に公開し、市民に分かり

やすい運営を行うものとする。 

 

 

３ 委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、足利市議会委員会条例（昭和

42年足利市条例第 21号）で定めるものとする。 

 

 

（全員協議会） 

第６条 議会は、市政に関する課題等について協議又は調整を行うための場とし

て、議員全員で構成する全員協議会を置く。 

 

 

２ 全員協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

 

 

評価

内容 

総務企画防災常任委員会において、市議会

ＢＣＰを立案しました。また、各常任委員会

において行政視察を実施しました。 

評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

市民にわかりやすい資料づくりに努めま

したが、さらなる資質向上に努める必要があ

ります。 

評価 Ｂ 改正 無 

評価

内容 

他の条例への委任規定であり、文言や内容

に問題はないため対象外とします。 
評価 ― 改正 無 

評価

内容 

全員協議会設置規定であり文言や内容に

問題ないため対象外とします。 
評価 ― 改正 無 

評価

内容 

細部委任規定であり文言や内容に問題な

いため対象外とします。 
評価 ― 改正 無 
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（常任委員協議会） 

第７条 議会は、各常任委員会の所管事項に関する施策等について、報告及び説

明の聴取並びに協議を行うための場として、常任委員会の委員で構成する常

任委員協議会を置く。 

 

 

２ 常任委員協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

（情報提供、情報公開等） 

第８条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報を提供し、情報の共有を推

進するとともに、説明責任を十分に果たさなければならない。 

 

 

２ 本会議その他次に掲げる会議は原則として公開する。 

(1) 常任委員会 

(2) 議会運営委員会 

(3) 特別委員会 

(4) 全員協議会 

(5) 常任委員協議会 

 

 

３ 前項各号に掲げる会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

評価

内容 

当局側からの報告は行われるものの、委員

会側から当局に対し説明を求める案件はあ

りませんでした。 

評価 Ｂ 改正 無 

評価

内容 

細部委任規定であり文言や内容に問題な

いため対象外とします。 
評価 ― 改正 無 

評価

内容 

平成 30年 12月からインターネット配信を

スタートさせ、情報提供に努めました。 
評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

本条項に掲げられた会議については、全て

公開しています。 
評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

細部委任規定であり文言や内容に問題な

いため対象外とします。 
評価 ― 改正 無 
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第３章 議員の責務及び活動 

（議員の活動原則）  

第９条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。  

(1) 議員は、市政全般についての課題及び市民の意見、要望等を的確に把握す

るとともに、自己の能力を高める不断の研さんに努めること。  

(2) 議員は、議会の構成員として、市民全体の福祉向上のため活動すること。 

 

 

（会派）  

第１０条 議員は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員により、 会派を

結成することができる。  

 

 

２ 会派は、政策立案、政策提言、政策決定等に関し、議員間の合意形成を図る

よう努めるものとする。  

 

 

３ 議長及び副議長は、職務の公平性を確保するため会派を離脱しなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

評価

内容 

議員は市民の代表であることを自覚し、広

く市民の意見、要望等を得るため、議会報告

会に取り組んでいるほか、議員個人において

も市政報告会等を実施しています。 

評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

３会派が結成され、本市の課題や議案等の

調査研究のため、勉強会等により積極的な活

動をしています。 

評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

議案等の審査や主要施策等に対する提言

等を会派内で議論し、議員間の合意形成を図

っています。 

評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 
議長及び副議長は会派を離脱しています。 評価 Ａ 改正 無 



- 8 - 

 

（議員の政治倫理） 

第１１条 議員は、市民の代表としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基

づく影響力を不正に行使することによって、市民の疑惑を招くことのないよ

う行動しなければならない。 

 

 

２ 議員は、足利市議会議員の政治倫理に関する条例（平成 14 年足利市条例第

41号）を規範とし、遵守しなければならない。 

 

 

（政務活動費の交付等） 

第１２条 政務活動費は、議員による政策研究、政策提案等が確実に実行される

よう、議員個人に対して交付する。 

 

 

２ 政務活動費に関し必要な事項は、足利市政務活動費の交付に関する条例（平

成 13 年足利市条例第４号）に定め、議員はこれを遵守しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価

内容 

議員はその地位に基づく影響力を踏まえ、

市民に疑惑を招くようなことのないよう努

めています。 

評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

前期４年間において、政治倫理審査会は開

催されていません。 
評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

先進地視察や各種研修会等に参加するな

ど、政務活動費を意欲的に活用し、一般質問

等をとおして政策提言を行っています。 

評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

公平性、透明性を確保するため、領収書を

はじめとする関係書類をインターネットで

公開しています。 

評価 Ａ 改正 無 
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（議員研修の充実強化） 

第１３条 議会は、議員の政策立案等の能力向上を図るため、議員研修 の充実強

化に努めるものとする。 

 

 

   第３章の２ 災害時の対応 

 （議会の体制の整備等） 

第１３条の２ 議会は、市民の生命又は生活に直接影響を及ぼす災害等が発生し

た場合において、市長等との連携による効果的かつ機動的な災害復旧を進め

るため、体制の整備に努めるものとする。 

 

 

２ 議員は、災害等が発生した場合においても、議会が開催する会議に参集でき

るよう態勢の保持に努めるものとする。 

 

 

３ 議員は、災害等が発生した場合は、被災状況等の情報収集に努めるとともに、

被災者の安全確保若しくは避難所への誘導又は避難所に対する支援を行うな

ど、共助の取組が円滑に行われるよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

評価

内容 

会派及び議員個人での研修会参加を継続

して実施するとともに、講師を招聘して議会

研修会を実施しました。また、市内企業の視

察も実施しました。 

評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

近隣市町に先駆けて市議会ＢＣＰを策定

しました。これに基づく訓練を実施するとと

もに、その検証も行っています。 

評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

ＢＣＰでは、市議会災害対策支援本部にお

いて対応するものとしています。 
評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

ＢＣＰでは、地区組織により体制整備され

ています。 
評価 Ａ 改正 無 
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第１３条の３ 議長は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 23条の２

第１項の規定に基づき、足利市災害対策本部が設置された場合は、速やかに足

利市議会災害対策支援本部を設置するものとする。 

 

 

２ 前項の足利市議会災害対策支援本部に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

第４章 市民と議会の関係 

（議会報告会） 

第１４条 議会は、市政の諸課題に対処するため、市民に対し議会活動及び市政

に関する情報を提供するとともに、市民及び議会が自由に情報及び意見を交

換する場として、議会報告会を行うものとする。 

 

 

２ 議会報告会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

（専門的事項に係る調査） 

第１５条 議会は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号。以下「法」という。）第 

100 条の２に規定する学識経験を有する者等による議案の審査又は市の事務

に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を活用して、討議に反映

させるよう努めるものとする。 

 

 

 

評価

内容 

 ＢＣＰにおいて、速やかに設置するよう規

定されています。 
評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

 細部委任規定であり文言や内容に問題な

いため対象外とします。 
評価 ― 改正 無 

評価

内容 

地域住民を対象とした公民館での開催に

加え、若者向け事業を開催しました。 
評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

細部委任規定であり文言や内容に問題な

いため対象外とします。 
評価 ― 改正 無 

評価

内容 
該当事案なしのため、未実施でした。 評価 Ｃ 改正 無 
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（公聴会等の活用） 

第１６条 議会は、法第 115条の２に規定する公聴会制度及び参考人招致の制度

を十分に活用し、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させる

よう努めるものとする。 

 

 

２ 前項の規定は、委員会について準用する。 

 

 

（意見の聴取等） 

第１７条 議会は、請願又は陳情があったときは適切かつ誠実にこれを審議等

するものとし、必要があると認めるときは、請願又は陳情を行ったもの（団体

である場合はその代表者）から意見を聴取するものとする。 

 

 

（議決状況等の公表） 

第１８条 議会は、市民に対する説明責任を果たすため、定例会及び臨時会ごと

に、議案に係る各議員の賛否その他議決の状況について公表するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価

内容 
該当事案なしのため、未実施でした。 評価 Ｃ 改正 無 

評価

内容 
該当事案なしのため、未実施でした。 評価 Ｃ 改正 無 

評価

内容 

請願・陳情提出者からの意見陳述の申し出

に基づき、適切に意見聴取を実施しました。 
評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

議会ホームページや市議会だより、会議録

にて各議員の賛否、議決の状況について適切

に公表しています。 

評価 Ａ 改正 無 
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（議会広報の充実） 

第１９条 議会は、市議会ホームページ等の情報通信技術の発達を踏まえた多

様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会及び市政への関心を

高めるための体制整備並びに議会広報活動の充実強化に努めるものとする。 

 

 

第５章 市長等と議会及び議員の関係 

（一問一答） 

第２０条 本会議、委員会その他会議（以下「本会議等」という。）における議

員と市長等との質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一

問一答の方式で行うものとする。 

 

 

（反問権） 

第２１条 市長等は、本会議等における質疑応答において、質問又は質疑（次項

において「質問等」という。）の内容が明らかでないときは、議長又は委員長

の許可を得て反問することができる。 

 

 

２ 前項の場合において、反問とは、質問等の趣旨及び内容を確認するための発

言をいう。 

 

 

 

 

 

 

評価

内容 

市議会ホームページの充実に努めるとと

もに、インターネットによる議会中継を行っ

ています。 

評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

平成１６年第２回市議会定例会から一問

一答方式を導入し、適切に実施しています。 
評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

議長、委員長により適切に運営されていま

す。 
評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

概ね適切でした。今後は反問の範囲を確認

に留めず、もう一歩踏み込んだ範囲まで認め

るよう検討を要します。 

評価 Ａ 改正 無 
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（文書質問） 

第２２条 議員は、政策、施策等をより深く理解するために、会期中又は閉会中

にかかわらず、議長を経由して市長等に対して文書により質問することがで

きる。この場合において、市長等は、文書により回答を行うものとする。 

 

 

（市長等による政策等の形成過程の説明） 

第２３条 議会は、市長等が提案する重要な政策、計画、施策、事業等（以下こ

の条において「政策等」という。）について、議会審議における論点を明確に

するため、市長等に対し、次に掲げる事項の説明を求めることができる。 

(1) 政策等を必要とする背景 

(2) 提案に至るまでの経緯 

(3) 総合計画における根拠又は位置付け 

(4) 他の自治体の類似する政策等との比較検討 

(5) 市民参加の実施の有無及びその内容 

(6) 関係法令及び条例等 

(7) 政策等の実施に係る財源措置 

(8) 将来にわたる効果及び費用 

 

 

（予算及び決算における政策説明資料の作成） 

第２４条 議会は、市長が予算案及び決算を議会に提出し、議会の審査に付すに

当たっては、市長に対し施策別又は事業別の分かりやすい政策説明資料を作

成し、説明するよう求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

評価

内容 

足利市議会議員調査取扱要領に基づき、文

書による議員調査は行っていますが、本状に

規定する文書質問を実施した事例はありま

せん。 

評価 Ｃ 改正 無 

評価

内容 
各号とも概ね適正に行われています。 評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 
適切に実施されています。 評価 Ａ 改正 無 
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第６章 議員定数及び議員報酬 

（議員定数） 

第２５条 法第 91条第１項の規定に基づく議会の議員の定数（以下この条にお

いて「議員定数」という。）は、議会制民主主義における重要な要素であるこ

とに照らし、市民の意見が市政に十分に反映され、住民自治を実現することが

できる数とする。 

 

 

２ 議会は、議員定数の改定に当たっては、十分な審議時間を確保し、議会改革

の本旨を踏まえた、市政の現状、将来の予測等を考慮し、市民の意見を尊重し

た上で、検討するものとする。 

 

 

３ 議員定数は、足利市議会議員定数条例（平成 14年足利市条例第 32号）で定

めるものとする。 

 

 

（議員報酬） 

第２６条 議会は、議員報酬の額の改定を行うに当たっては、足利市特別職報酬

等審議会条例（昭和 39 年足利市条例第 53 号）第２条に規定する足利市特別

職報酬等審議会の意見を尊重するものとする。 

 

 

 

 

 

評価

内容 

市議会改選後、議会改革の検討事項に掲

げ、議会自ら適正規模を検討しています。定

数削減については、過去において近隣他市に

先駆けて実施しています。 

評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

議員定数削減により、委員会構成員が少な

くなったため、十分な議論に支障を来さない

よう委員会数を統合して対応しています。 

評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

細部委任規定であり文言や内容に問題な

いため対象外とします。 
評価 ― 改正 無 

評価

内容 

特別職報酬審議会からの要請等はありま

せんでした。 
評価 Ｂ 改正 無 
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２ 議員報酬は、特別職の職員等の給与に関する条例（昭和 26年足利市条例第

14号）で定めるところによる。 

 

 

第７章 議会の補助的機構等 

（議会図書室） 

第２７条 議会は、議員の政策立案能力等の向上及び調査研究の推進のため、法

第 100 条第 19 項の規定により附置する議会図書室の充実に努めるものとす

る。 

 

 

２ 議会図書室の運営に関し必要な事項は、足利市議会図書室規程（昭和 27年

５月 10日公布）で定めるものとする。 

 

 

（議会事務局の体制整備） 

第２８条 議会は、議員の政策立案等の能力向上を図るため、議会事務局の調査

及び法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。 

 

 

第８章 最高規範性及び検証 

（最高規範性） 

第２９条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣

旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。 

 

 

評価

内容 

条例の定めるところにより、適正に取り扱

っています。 
評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

市民の利用に供するため、議会図書室の整

備をする必要があります。 
評価 Ｃ 改正 無 

評価

内容 

細部委任規定であり文言や内容に問題な

いため対象外とします。 
評価 ― 改正 無 

評価

内容 
適切に運営が行われています。 評価 Ａ 改正 無 

評価

内容 

議会における最高規範として位置づけら

れています。 
評価 Ａ 改正 無 
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（達成状況の検証） 

第３０条 議会は、一般選挙後、速やかに、この条例の目的が達成されているか

どうかについて、議会運営委員会において検証するものとする。 

 

 

２ 議会は、前項の規定による検証の結果に基づき、この条例の改正を含む適切

な措置を講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価

内容 

 改選後３年目にしての検証でしたが、適切

な検証が行われています。今後は、２年に１

回程度（議長改選時）の実施を検討すべきと

考えます。 

評価 Ｂ 改正 無 

評価

内容 
 検証対象外とします。 評価 ― 改正 無 
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６ 付言事項について 

本市議会の最高規範である条例は、社会情勢、経済情勢等市民の実情を捉え、 

多角的な視点で適切に改善し続けることにより、本市議会の資質が担保されます。 

今回の検証において、「Ｃ」評価された事項等、今後、その対応が必要と思わ

れる事項について、次期の検証に申し送るため以下のとおり付言します。 

 

(1) 議員間の自由な討議中心の運営について（第４条関係） 

議会は言論の府であること及び合議体であることを踏まえ、市政の論点等を

明らかにするためにも自由な討議を行うことが必要とされています。しかしな

がら、そのための取り組みが十分とは言えない状況であることから、会議規則

等にその実施方法等を規定することで自由討議の活性化が図れるよう検討す

る必要があります。 

 

(2) 専門的事項に係る調査及び公聴会等の活用について（第15条、第16条関係） 

議案内容が専門的分野の知識を要する場合、学識経験者の審査並びに専門的

事項に係る調査を活用し、または、公聴会制度並びに参考人招致等を活用し、

討議に反映させるため、そのための具体的手法についてあらかじめ検討してお

く必要があります。 

 

(3) 文書質問について（第 22条関係） 

会期中または閉会中にかかわらず、市政全般について議長を経由して市長等

に文書を持って質問できる制度はあるものの、より軽微な議員調査をもって代

替されていることから当該制度が活用されていません。 

政策、施策等より深く理解するためにも積極的な活用が図られるよう引き続

き検討する必要があります。 

 

(4) 議会図書館について（第 27条関係） 

議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとす

るとありますが、現状は十分にその役割を果たしているとは言えず、議員が調

査研究に活用できるスペースの確保や必要な図書、資料等を配置するための予

算確保を含め、その充実に努める必要があります。 

 

(5) 達成状況の検証について（第 30条関係） 

条例の達成状況の検証については、一般選挙後、速やかに議会運営委員会に

おいて検証するものとされておりますが、今般の令和元年台風第 19 号による

被災と議会の災害対応(第 13 条の２、第 13 条の３)の検証が第 26 期に行うこ

とになること及び急速な社会情勢の変化等にも迅速に議会として対応する意

味からも、４年に一度の検証では十分とは言えないことから、２年に一度の検

証に改める必要があると思われます。 
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７ むすびに 

(1) 次期への申し送りについて 

本条例の前文に理念が網羅されていますが、議会は常にこのことを議員間で

共有していなければならず、そのためにも、議員は本条例についての制定の過

程、条例の解釈や理念について十分な認識、自覚をするとともに更なるレベル

アップを図る必要があります。 

また、今回は基本条例制定後、２回目の検証事務でありましたが、検証方法

としては前回同様に委員長案を作成し、これをたたき台として各委員がそれぞ

れの会派に持ち帰り議論した上で作業部会において検証を進めたところです。

しかしながら、より議論を深める意味では、各会派において逐条検証したもの

を持ち寄り、これをたたき台として作業部会において議論した方が多くの視点

から検証できるものと思われることから今後の課題とします。 

 

(2) 総括 

このたび、条例について逐条検証を行った結果、改めて課題に気がつかされ

たことから、条例検証の意義が認められました。また、大規模災害等の大きな

事案が生じた場合、遅滞なく条例の検証が必要なことから、将来的には毎年条

例の検証を実施することも課題と言えます。 

今回の検証結果としては概ね目的を達成していると評価できますが、課題も

見受けられることから、本条例の目的達成のため更なる努力が必要であると言

えます。 

今後も社会状況や市民ニーズ等の変化に対応していくため、定期的な条例検

証に加え、外部の視点による検証も取り入れていくべきと考えます。 
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〇 議会基本条例達成状況検証実施要領 

 

  本要領は、足利市議会基本条例第３０条の規定に基づき、同条例の達成状況

の検証を円滑に進めるため、検証の方法を定めることとする。 

 

 

１ 検証の方法等について 

 （１）検討体制 

   ①議会運営委員会 ６名 委員長  栗 原  収 

               副委員長 平 塚  茂 

               委員   鶴 貝 大 祐、金 子 裕 美、 

小 林 貴 浩、斎 藤 昌 之 

 

 （２）検証の進め方 

   ① 全３０の条項について、一条一項ずつ検証を行うこととする。 

   ② 検証は３段階で評価することとする。 

   ③ 評価に際しては、その検証の内容や理由等を記載することとする。 

   ④ 検証については、下記の達成状況検証表により行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 検証の結果について 

 （１）議会への報告について 

   検証結果については、議長に対しては、検証報告書を提出することとし、

議員に対しては、議員総会等の場で報告を行うこととする。 

 

【達成状況検証表】 

 Ａ：達 成 … 当該条項は、概ね（８割程度）目的を達成した。 

 Ｂ：一部達成 … 当該条項は、概ね一部（５割程度）目的を達成した。 

 Ｃ：未 達 成 … 当該条項は、目的を達成できなかった。（３割以下） 

 ―：対 象 外 … 当該条項は、検証の対象外とする。 


